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基本方針に基づく施策を 
実施するため必要な 
法制上・財政上の措置 
 
 
成年被後見人等の権利制限

に係る関係法律の改正その

他の基本方針に基づく施策

を実施するために必要な法

制上の措置については、この

法律の施行後三年以内を目

途として講ずる 

成年後見制度の利用の促進に関する法律イメージ図※平成 年４月８日成立、同年５月 日施行

 
１ 国の責務 
２ 地方公共団体の責務 
３ 関係者の努力 
４ 国民の努力 
５ 関係機関等の相互の 

連携 

１ 保佐及び補助の制度の利

用を促進する方策の検討 
２ 成年被後見人等の権利制

限に係る制度の見直し 
３ 成年被後見人等の医療等

に係る意思決定が困難な

者への支援等の検討 
４ 成年被後見人等の死亡後

における成年後見人等の

事務の範囲の見直し 
５ 任意後見制度の積極的な

活用 
６ 国民に対する周知等 

 
 
・ 有識者で組織する。 
・ 基本計画案の調査審議、施策

に関する重要事項の調査審議、

内閣総理大臣等への建議等を

行う。 意見 

 
１ 組織
会長：内閣総理大臣 
委員：内閣官房長官、特命担当

大臣、法務大臣、厚生労
働大臣、総務大臣等  

２ 所掌事務
① 基本計画案の作成 
② 関係行政機関の調整 
③ 施策の推進、実施状況の 

検証・評価等 

成年後見制度利用促進会議 成年後見制度利用促進委員会

国等の責務基本理念

基本方針

１ 関係機関等におけ

る体制の充実強化 
２ 関係機関等の相互

の緊密な連携の確

保 

法制上の措置等

施策の実施状況の公表（毎年）

 
成年後見制度の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、 
「成年後見制度利用促進基本計画」を策定 

基本計画 地方公共団体の措置

この法律は、公布の日から起算して１月を超えない範囲内において政令で定める日（H28.５.13）から施行するものとする。 
その他

体 制

都道府県の措置

人材の育成 
必要な助言 

市町村の措置

国の基本計画を踏まえ

た計画の策定等 
 
 
 
 
合議制の機関の設置 

 

援助 

成年後見制度の理念の尊重

①ノーマライゼーション 
②自己決定権の尊重 
③身上の保護の重視 

地域の需要に対応し

た成年後見制度の利

用の促進

成年後見制度の利用

に関する体制の整備

１ 地域住民の需要に

応じた利用の促進 
２ 地域において成年

後見人等となる人

材の確保 
３ 成年後見等実施機

関の活動に対する

支援 

この法律の施行後２年以内の政令で定める日（H30.４.１）に、これらの組織を

廃止し、新たに関係行政機関で組織する成年後見制度利用促進会議及び有識者

で組織する成年後見制度利用促進専門家会議を設ける（両会議の庶務は厚生労

働省に）。 
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成
年

後
見

制
度

利
用

促
進

基
本

計
画

の
工

程
表

29
年

度
30

年
度

31
年

度
※

32
年

度
33

年
度

Ⅰ
制

度
の

周
知

Ⅱ
市

町
村

計
画

の
策

定

Ⅲ

利
用

者
が

メ
リ
ッ
ト
を
実

感
で
き
る
制

度
の

運
用

・
適

切
な
後

見
人

等
の
選

任
の
た
め
の

検
討

の
促
進

・
診

断
書

の
在

り
方

等
の

検
討

・
高

齢
者

と
障

害
者

の
特
性

に
応

じ
た
意

思
決

定
支

援
の

在
り
方

に
つ
い
て
の
指

針
の
策

定
等
の

検
討
、

成
果

の
共

有
等

Ⅳ

地
域

連
携

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り

・
市

町
村

に
よ
る
中

核
機

関
の

設
置

・
地

域
連

携
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の

整
備
に
向
け
た
取

組
の

推
進

Ⅴ

不
正

防
止

の
徹

底
と
利

用
し
や

す
さ
の

調
和

・
金

融
機

関
に
お
け
る
預

貯
金
等

管
理
に
係
る
自

主
的

な
取

組
の

た
め
の
検

討
の
促

進
等

・
取

組
の

検
討

状
況

等
を
踏
ま
え
た
よ
り
効

率
的

な
不

正
防

止
の

在
り
方

の
検

討

Ⅵ
成

年
被

後
見

人
等

の
医

療
・介

護
等

に
係

る
意

思
決

定
が

困
難

な
人

へ
の

支
援
等

の
検
討

Ⅶ
成

年
被

後
見

人
等

の
権

利
制
限

の
措
置

の
見
直

し

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
ポ
ス
タ
ー
な
ど
に
よ
る
制

度
周

知

国
の

計
画

の
周

知
、
市

町
村

計
画

の
策

定
働

き
か

け
、
策

定
状

況
の

フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

中
核

機
関

の
設

置
・
運

営
、
地

域
連

携
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の

整
備

相
談

体
制

・
地

域
連

携
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構

築
支

援

（
各

地
域

の
取

組
例

の
収

集
・
紹

介
、
試

行
的

な
取

組
へ

の
支

援
等

）
相

談
体

制
の

強
化

、
地

域
連

携
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の

更
な
る
構

築

適
切

な
後

見
人

等
の

選
任

の
た
め
の

検
討

の
促

進

診
断

書
の

在
り
方

等
の

検
討

意
思

決
定

支
援

の
在

り
方

に
つ
い
て
の

指
針

の
策

定
等

の
検

討
、
成

果
の

共
有

等

新
た
な
運

用
等

の
開

始
、
運

用
状

況
の

フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

金
融

機
関

に
お
け
る
自

主
的

取
組

の
た
め
の

検
討

の
促

進
取

組
の

検
討

状
況

・
地

域
連

携
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
お
け
る
不

正
防

止
効

果
を
踏

ま
え
た
よ
り
効

率
的

な
不

正
防

止
の

在
り
方

の
検

討

医
療

・
介

護
等

の
現

場
に
お
い
て
関

係
者

が
対

応
を

行
う
際

に
参

考
と
な
る
考

え
方

の
整

理

成
年

被
後

見
人

等
の

権
利

制
限

の
措

置
に
つ
い
て
法

制
上

の
措

置
等

目
途

：
平

成
３
１
年

５
月

ま
で

施
策
の
進
捗
状
況

に
つ
い
て
は
、
随
時
、
国
に
お
い
て
把
握
・
評

価
し
、
必

要
な
対

応
を
検

討
す
る
。

※
基
本
計
画
の
中

間
年
度
で
あ
る
平
成
３
１
年
度
に
お
い
て
は
、
各

施
策

の
進

捗
状

況
を
踏

ま
え
、
個

別
の

課
題

の
整

理
・
検

討
を
行

う
。

専
門

職
団

体
等

に
よ
る
自

主
的

な
取

組
の

促
進

＜
別
紙
＞

参
考

と
な
る
考

え
方

の
周

知
、
活

用
状

況
を
踏

ま
え
た
改

善
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1 

府 成 担 第 号

平成 年 月 日

各都道府県知事 殿

内閣府大臣官房成年後見制度利用促進担当室長

（公印省略）

成年後見制度利用促進基本計画の策定について

成年後見制度の利用促進につきましては、平素より御協力をいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、政府においては、平成 年 月 日、成年後見制度の利用の促進に関する法律（平成

年法律第 号、以下「促進法」という。）に基づく成年後見制度利用促進基本計画（以下「基本計画」

という。）を閣議決定いたしました（別添）。今後、政府においては、本計画に基づき、関係省庁が連

携して総合的かつ計画的に成年後見制度利用促進策に取り組むこととなります。

促進法第 条第 項において、市町村は、基本計画を勘案して、市町村における成年後見制度の

利用の促進に関する施策についての基本的な計画を定めるよう努めるものとされております。また、

促進法第 条において、都道府県は、市町村が講じる第 条の措置を推進するため、各市町村の区

域を超えた広域的な見地から、成年後見人等となる人材の育成、必要な助言その他の援助を行うよう

努めるものとされています。

基本計画のポイントや都道府県・市町村の役割等につき、以下の通り通知しますので、御参照の上、

各地域における施策推進に御尽力いただきますようお願いします。

Ⅰ．基本計画のポイント（参考 「成年後見制度利用促進計画について」参照）

基本計画のポイントは以下の 点です。（※それぞれの施策の今後の進め方等については下記Ⅳ．

を参照のこと）

１．利用者がメリットを実感できる制度・運用の改善

・財産管理のみならず、意思決定支援・身上保護も重視した適切な後見人の選任・交代

・本人の置かれた生活状況等を踏まえた診断内容について記載できる診断書の在り方の検討

２．権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり

・①制度の広報②制度利用の相談③制度利用促進（マッチング）④後見人支援等の機能を整備

・本人を見守る「チーム」、地域の専門職団体の協力体制（「協議会」）、コーディネートを行う「中

核機関（センター）」の整備

３．不正防止の徹底と利用しやすさとの調和

・後見制度支援信託に並立・代替する新たな方策（※預貯金の払戻しに後見監督人等が関与するイ

メージ）の検討

※計画対象期間は概ね 年間を念頭（基本計画の最終ページに「工程表」あり）。
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Ⅱ．都道府県の役割

１．促進法の規定ぶり

都道府県の役割に係る促進法の規定（第 条）は以下の通りです。

２．基本計画における記載

基本計画（ ）では、都道府県の役割について以下の通り記載しているところです。

Ⅲ．市区町村の役割

１．促進法の規定ぶり

第 条 都道府県は、市町村が講ずる前条の措置を推進するため、各市町村の区域を超えた広

域的な見地から、成年後見人等となる人材の育成、必要な助言その他の援助を行うよう努め

るものとする。

②都道府県

○ 促進法第 条において、都道府県は、市町村が講ずる措置を推進するため、各市町村の区域

を超えた広域的な見地から、後見人となる人材の育成、必要な助言その他の援助を行うよう努

めるものとされている。

○ また、促進法第 条では、地方公共団体は、成年後見制度の利用の促進に関する施策に関し、

国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実

施する責務を有するとされており、家庭裁判所が都道府県を基本単位とする機関であることや、

専門性の高い司法に関する施策や司法関係機関との連携はハードルが高いと感じる市町村も多

いこと等を踏まえると、都道府県は、都道府県全体の施策の推進や、国との連携確保等におい

て、主導的役割を果たすことが期待される。

○ 具体的には、都道府県においては、都道府県下の各地域の連携ネットワーク・中核機関の整備

やその取組状況を継続的に把握するとともに、以下のような支援等を行うことが期待される。

・ 各市町村の検討状況を確認しつつ、広域での協議会等・中核機関の設置・運営につき市町村

と調整する。

その際、家庭裁判所（本庁・支部・出張所）との連携や、法律専門職団体との連携等を効果

的・効率的に行う観点に留意する。

・ 特に後見等の担い手の確保（市民後見人の研修・育成、法人後見の担い手の確保等）や市町

村職員を含めた関係者の資質の向上に関する施策等については、都道府県レベルで取り組む

べき課題は多いと考えられる。

都道府県は、国の事業を活用しつつ、市町村と連携をとって施策の推進に努め、どの地域に

住んでいても制度の利用が必要な人に対し、身近なところで適切な後見人が確保できるよう

積極的な支援を行うことが期待される。

・ 各市町村単独で地域連携ネットワーク・中核機関を設置・運営する地域についても、広域的

な観点から、家庭裁判所や弁護士会・司法書士会・社会福祉士会等との連携面など、必要な支

援を行う。

○ さらに、地域において重層的な支援体制を構築していく観点から、上記の市町村単位の機関

に対し更に広域的・専門的支援を行う、都道府県単位や家庭裁判所（本庁・支部・出張所）単

位での専門支援機関の設置についても、積極的に検討されるべきである。
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市町村の役割に係る促進法の規定（第 条）は以下の通りです。

第 条 市町村は、成年後見制度利用促進基本計画を勘案して、当該市町村の区域における成

年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画を定めるよう努めるとともに、

成年後見等実施機関の設立等に係る支援その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

市町村は、当該市町村の区域における成年後見制度の利用の促進に関して、基本的な事項を

調査審議させる等のため、当該市町村の条例で定めるところにより、審議会その他の合議制の

機関を置くよう努めるものとする。

２．基本計画における記載

基本計画（ ）では、市町村の役割について以下の通り記載しているところです。

基本計画において詳述されているように、「権利擁護支援の地域連携ネットワーク」は、各地域に

おいて保健・医療・福祉と司法を含めた連携の仕組みを構築することにより、①制度の広報、②制度

利用の相談、③制度利用促進（マッチング）、④後見人支援等の機能を整備するものです。具体的に

は、①本人を見守る「チーム」、②地域の専門職団体の協力体制（「協議会」）、③全体のコーディネー

トを行う「中核機関」といった仕組みが必要と考えられます。

中核機関について、基本計画では、市町村単位、又は複数の市町村にまたがる区域での設置を検討

し、地域の実情に応じ、市町村による直営又は市町村からの委託などにより、市町村が設置すること

が望ましい、としております。具体的検討に当たっては、基本計画の以下の記載にも御留意下さい。

⑤中核機関の設置・運営形態

（中略）

○・・例えば、地域連携ネットワークの中核の役割を担うことが適当と考えられる機関に委託す

ること（複数の市町村にまたがる区域で中核機関が設置される場合には、当該複数市町村に

よる共同委託）や、既に「成年後見支援センター」等を設置している地域においてはそうした

枠組みを活用すること等を含め、地域の実情に応じた形で柔軟に設置できるよう検討される

べきである。 （基本計画 ～ ）

○ 市町村は、上記のとおり、地域連携ネットワークの中核機関の設置等において積極的な役割

を果たすとともに、地域の専門職団体等の関係者の協力を得て、地域連携ネットワーク（協議

会等）の設立と円滑な運営においても積極的な役割を果たす。

○ 市町村は、上記（ ）④に掲げた地域連携ネットワーク・中核機関に期待される機能の段階的・

計画的整備に向け、市町村計画を定めるよう努める。

○ また、市町村は、促進法第 条第 項において、条例で定めるところにより、当該市町村の

区域における成年後見制度の利用の促進に関する基本的な事項を調査審議させる審議会その他

の合議制の機関を置くよう努めるものとされている。

市町村は、当該合議制の機関を活用し、市町村計画の検討・策定を進めるほか、当該地域に

おけるネットワークの取組状況について調査審議し、例えば、当該地域において成年後見制度

の利用が必要な人を発見し制度利用につなげる支援ができているか等、地域における取組状況

の点検、評価等を継続的に行うことが望ましい。

○ なお、先述のとおり、地域における体制整備は、地域福祉や地域包括ケア等の既存の資源・仕

組みを活用しつつ、地域福祉計画など既存の施策と有機的な連携を図りつつ進める。
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○ 地域連携ネットワークにおけるチーム及び専門職団体による支援体制などの整備に当たって

は、各地域における地域ケア会議、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律（平成 年法律第 号）に基づく協議会、あるいは地域福祉計画に基づき地域活動を行う

各種機関・協議会等、地域福祉や地域包括ケア等の既存の資源・仕組みを活用しつつ、これらと

有機的な連携を図りつつ進める。 （基本計画 ）

Ⅳ．今後の進め方等

１．基本計画上の工程表に記載されたスケジュール

基本計画上の工程表においては、上記Ⅰ．で記した つのポイントにつき、以下のようなスケジ

ュールが記されているところです。

（１）「利用者がメリットを実感できる制度・運用の改善」関係（基本計画における工程表Ⅲを参照）

○平成 年度半ばまでに、国において、以下の取組を進める。

・ 適切な後見人等の選任のための検討の促進

・ 成年後見制度の利用及び類型の決定手続において、本人の精神の状態を判断する医師が、本

人の生活状況や必要な支援の状況等を含め、十分な判断資料に基づき判断することができる

よう、本人の状況等を医師に的確に伝えることができるようにするための方策と、当該判断

について記載する診断書等の在り方の検討

○その後、上記の取組を踏まえた新たな運用を開始するとともに、運用状況のフォローアップを行

う。

（２）権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり」関係（同工程表Ⅳを参照）

○基本計画では、成年後見制度の利用促進に向け、各地域において「中核機関の設置・運営」「地

域連携ネットワークの整備」を進めることとされています。これらについては、平成 年度か

ら平成 年度までの 年間に、各地域において段階的・計画的に進めることを念頭に置いてい

ます。

○基本計画の工程表では、まずは、平成 年度から平成 年度当初まで、国において、相談体

制・地域連携ネットワークの構築支援（各地域の取組例の収集・紹介、試行的な取組への支援等）

を行うことが示されています。具体的には、平成 年度予算案に盛り込まれている相談機関や

ネットワークの構築などの体制整備のための事業（認知症総合戦略推進事業（担当：厚生労働省

老健局））等を活用いただくことを想定しています。そうした取組を踏まえ、その後、全国の各

地域における相談体制の強化、地域連携ネットワークの更なる構築を進めることとしています。

（３）「不正防止の徹底と利用しやすさとの調和」関係（同工程表Ⅴを参照）

○まず、平成 年度から平成 年度半ばにおいては、以下の取組を想定しています。

・ 金融機関において、不正事案の発生を未然に抑止するための適切な管理・払戻方法について、

最高裁判所や法務省等とも連携しつつ、積極的な検討を進めること

・ 法律専門職は、後見人の後見等の事務について、不適切な点を発見した場合には、家庭裁判

所と連携し適切に対応する等の自主的な取組を進めること

○これらの取組や、地域連携ネットワークにおける不正防止効果を踏まえ、 年度半ば以降、法

務省等は、最高裁判所と連携し、より効率的な不正防止のための方策を検討していく予定です。
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２．上記を踏まえた市区町村・都道府県における当面の取組

各市区町村におかれましては、平成 年度から開始される厚生労働省の上記事業によって収集

される各地域の先進的な取組例等も参考にしつつ、各地域の実情を踏まえた計画の策定に取り組

んでいただくことが求められます。

まず、当面の取組としては、①市区町村における成年後見制度利用のニーズ把握の方法の検討及

び②地域の専門職との連携の在り方（地域にどのような専門職がどのくらい存在するのか、その

専門職とどのように連携をとって「協議会」を作っていくか、家庭裁判所との連携はどのように

図るのか等）などの検討から始めていただくことが考えられます。

市区町村がこれらの取組を進める上で、都道府県におかれては、管下の市区町村の取組状況の把

握及び専門職との連携（協議会）の在り方等についての広域的な観点からの検討・支援をお願い

いたします。例えば、専門職団体の地方支部と協力して、どのような単位で（市区町村単位か、

ある程度広域的な単位か）ネットワーク（協議会・中核機関）を設置するか、家庭裁判所とはど

のような連携をとるか、及び市民後見人・法人後見などの担い手の確保策をどうするか等の検討

を通じて、各都道府県下の成年後見制度利用促進体制構築に向けた取組をお願いいたします。

また、管下の市区町村に対しては、貴職から御周知いただきますよう併せてお願い申し上げます。

別添 成年後見制度利用促進基本計画（平成 年 月 日閣議決定）

参考 成年後見制度利用促進基本計画について

参考 成年後見制度利用促進基本計画のポイント
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事 務 連 絡

平成 年８月 日

各 都道府県 成年後見制度利用促進担当課 御中

厚生労働省社会・援護局地域福祉課

成年後見制度利用促進室

成年後見制度利用促進に係る市町村計画の策定及び

中核機関整備の推進について（情報提供）

日頃より、成年後見制度の利用促進の取組にご尽力いただきありがとうございます。

本年４月 日付け事務連絡により、市町村計画の策定及び地域連携ネットワークのコー

ディネートを担う中核機関の設置運営に要する費用について、平成 年度より地方交付税

措置を行うことが決定された旨お伝えしていたところですが、今般、以下のとおり、市町村

（標準団体 万人規模）における普通交付税措置の内容について、情報提供いたします。

各都道府県におかれましては、下記について管内市町村に周知いただくとともに、広域的

な見地からの市町村計画の策定や中核機関整備に係る助言・支援等、管内市町村の体制整備

の推進について、よろしくお願いします。

記

 
社会福祉費（市町村分）の単位費用上、（細目）社会福祉事業費（細節）社会福祉共通費の

需用費等に「成年後見等実施機関運営等事務費」として３，０６９千円（標準団体ベース）

を計上 
 
※上記額は「市町村計画の策定及び中核機関の設置運営に要する費用」に係る額。 
※本件は今後発行される「平成 年度地方交付税制度解説（一般財団法人地方財務協会）」に掲載予定。

（担当）

厚生労働省社会・援護局地域福祉課

成年後見制度利用促進室 栗原、福野

電話 ： － － （内線 ）

：
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地方交付税制度の概要

１ 地方交付税のしくみ

○所得税、法人税、酒税、消費税の一定割合及び地方法人税の全額とされて

いる地方交付税は、地方公共団体間の財源の不均衡を調整し、どの地域に

住む国民にも一定の行政サービスを提供できるよう財源を保障するための

もので、地方の固有財源である。

地方交付税制度の概要

性 格： 本来地方の税収入とすべきであるが、団体間の財源の不均衡を調整し、すべての地方団体が

一定の水準を維持しうるよう財源を保障する見地から、国税として国が代わって徴収し、一

定の合理的な基準によって再配分する、いわば「国が地方に代わって徴収する地方税であ

る。」（固有財源）

（参考 平成１７年２月１５日 衆・本会議 小泉総理大臣答弁）

地方交付税改革の中で交付税の性格についてはという話ですが、地方交付税は、国税五税

の一定割合が地方団体に法律上当然帰属するという意味において、地方の固有財源であると

考えます。

総 額：所得税･法人税の３３.１％、酒税の５０％、消費税の２２.３％、地方法人税の全額

種 類：普通交付税＝交付税総額の９４％、特別交付税＝交付税総額の６％

普通交付税の額の決定方法：

各団体ごとの普通交付税額 ＝ （ 基準財政需要額 － 基準財政収入額 ） ＝ 財源不足額

基準財政需要額 ＝ 単位費用（法定） × 測定単位（国調人口等） × 補正係数（寒冷補正等）

基準財政収入額 ＝ 標準的税収入見込額 × 基準税率（７５％）

普通交付税の仕組み

基準財政 Ａ市 基準財政需要額 100億円
需 要 額

120億円

留保財源

基準財政 Ａ市 40億円 基準財政収入額 20億円
収 入 額 60億円

普 通 標準税収入 80億円
交付税

参 考

- 44 -



事 務 連 絡

平成 年３月 日

各 都道府県 成年後見制度利用促進担当課 御中

厚生労働省社会・援護局地域福祉課

成 年 後 見 制 度 利 用 促 進 室

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部

障害福祉課地域生活支援推進室

厚生労働省老健局総務課

認 知 症 施 策 推 進 室

成年後見制度の診断書の書式の改定と本人情報シートの導入について（周知依頼）

日頃より、成年後見制度の利用促進の取組にご尽力いただきありがとうございます。

標記については、成年後見制度利用促進基本計画（平成 年３月閣議決定。以下「基本

計画」という。）において、「成年後見制度の利用及び類型の決定手続において、本人の精

神の状態を判断する医師が、本人の生活状況や必要な支援の状況等を含め、十分な判断資

料に基づき判断することができるよう、本人の状況等を医師に的確に伝えることができる

ようにするための方策について検討するとともに、その判断について記載する診断書等の

在り方についても検討する」とされたことを踏まえ、最高裁判所において検討が行われて

きたところです。

今般、最高裁判所より、本年４月から、別添資料のとおり

・ 診断書の書式を改定するとともに、

・ 医師が診断書を作成するに当たっての参考資料とするために、本人を支える福祉関係

者が本人の日常生活や社会生活の状況に関する情報を記載する「本人情報シート（作

成は任意）」を新たに導入する

こととする旨、情報提供がありました。

※ 本人情報シートについては、ソーシャルワーカー（社会福祉士，精神保健福祉士等）として本人

の支援に関わっている方（介護支援専門員，相談支援専門員，病院・施設の相談員，市町村が設置

する地域包括支援センターや，社会福祉協議会等が運営する権利擁護支援センターの職員等）によ

って作成されることが想定されています。
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各都道府県におかれましては、管内市区町村の成年後見制度利用促進担当及び本人情報

シートの作成に関わることが想定される関係者に対して、幅広く周知いただくとともに，

基本計画の趣旨を踏まえ、関係者における同シートの作成等、円滑な運用の実現に御配慮

いただきますようお願いいたします。

診断書及び本人情報シートの裁判所における運用に関する御質問については，各家庭裁判

所にお問い合わせください。 
なお、別途、医政局総務課より都道府県・保健所設置市・特別区衛生主管部局宛に医療機

関への周知依頼についての事務連絡が発出されていることを申し添えます。 
 

記

 
〔送付資料〕

（別添）別添書式・手引き（最高裁判所事務総局家庭局）
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社援地発 第１号

社援保発 第２号

障障発 第１号

老振発 第１号

令 和 元 年 ６ 月 ３ 日

都道府県

各 指定都市 関係主管部（局）長殿

中 核 市

厚生労働省社会・援護局地域福祉課長

（ 公 印 省 略 ）

厚生労働省社会・援護局保護課長

（ 公 印 省 略 ）

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長

（ 公 印 省 略 ）

厚 生 労 働 省 老 健 局 振 興 課 長

（ 公 印 省 略 ）

「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への

支援に関するガイドライン」について（周知依頼）

内閣府の消費者委員会が平成 年１月 日に取りまとめた「身元保証等高

齢者サポート事業に関する消費者問題についての建議」及び平成 年３月

日に閣議決定された「成年後見制度利用促進基本計画」を踏まえ、平成 年度

厚生労働行政推進調査事業費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業）「医療現

場における成年後見制度への理解及び病院が身元保証人に求める役割等の実態

把握に関する研究」において、医療機関に勤務する職員を対象に「身寄りがない

人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」

（以下「ガイドライン」という。）が取りまとめられ、本日、厚生労働省医政局

総務課長から、別添の通り各都道府県、各保健所設置市、各特別区衛生主管部

（局）宛て通知されました。

ガイドラインでは、少子高齢化の進展によって、認知症等により判断能力が不

十分な人や身寄りがない人の増加といった状況がみられる中で、判断能力や家

族関係がどのような状態となっても、一人の個人としてその意思が尊重され、医
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療が必要なときは安心して医療を受けることができるようにしていくことが重

要とされ、これらの人に対する医療機関の具体的な対応方法が示されています。

認知症等により判断能力が不十分な人や身寄りがない人に対して医療を提供す

るにあたっては、福祉的な支援についても必要となる場合が多いことから、各自

治体における介護保険・高齢者福祉担当部局、障害保健福祉担当部局、成年後見

制度利用促進担当部局、生活保護制度担当部局、生活困窮者自立支援制度担当部

局等の福祉関係部局や、地域包括支援センター、基幹相談支援センター、権利擁

護支援の地域連携ネットワークの中核機関（権利擁護センター等を含む）、生活

困窮者自立相談支援機関等の関係機関と、医療機関の連携を図ることが重要で

す。各自治体におかれては、ガイドラインの趣旨・内容等について御了知いただ

くとともに、各都道府県におかれては、貴管内の市町村（指定都市及び中核市を

除く。）、関係機関及び関係団体等に対して広く周知いただきますようお願いし

ます。

別添：「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関

するガイドラインの発出について（通知）」（令和元年６月３日付け医政総発

第１号。厚生労働省医政局総務課長通知）

（照会先）

○ 本通知について

厚生労働省社会・援護局地域福祉課

成年後見制度利用促進室

電話： （内線 ）

○ ガイドラインについて

厚生労働省医政局総務課

電話： （内線 ）
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医政総発０６０３第１号

令 和 元 年 ６ 月 ３ 日

都 道 府 県

各 保健所設置市 衛生主管部（局）長 御中

特 別 区

厚生労働省医政局総務課長

（ 公 印 省 略 ）

身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関する

ガイドラインの発出について（通知）

近年、少子高齢化が進展し、単身の高齢者が増加している中、主にこうした方

等を対象として、身元保証・身元引受等や日常生活支援、死後事務等を担う民間

サービス（以下「身元保証等高齢者サービス」という。）が生まれている。

今後、こうしたサービスの需要が一層高まっていくことが見込まれる中、消費

者被害を防止する観点から、内閣府の消費者委員会において、平成 年 月に、

「身元保証等高齢者サポート事業に関する消費者問題についての建議」（以下

「建議」という。）が取りまとめられた。建議においては、高齢者が安心して病

院に入院することができるよう、病院が身元保証人等に求める役割等の実態を

把握すること等が求められている。

また、成年後見制度の利用の促進に関する法律（平成 年法律第 号）に基

づき、平成 年３月に閣議決定された「成年後見制度利用促進基本計画」（以下

「基本計画」という。）において、「成年被後見人等の医療・介護等に係る意思決

定が困難な人への支援等」について、医療・介護等の現場において、関係者が対

応を行う際に参考となるような考え方を指針の作成等を通じて社会に提示し、

成年後見人等の具体的な役割等が明らかになっていくよう検討することが求め

られている。

厚生労働省は、建議及び基本計画を踏まえ、平成 年度厚生労働科学特別研

究事業「医療現場における成年後見制度への理解及び病院が身元保証人に求め

る役割等の実態把握に関する研究」において、医療現場における成年後見制度へ

の理解及び病院が身元保証人に求める役割等の実態把握を行った。

また、平成 年度の研究の成果を踏まえた上で、平成 年度厚生労働行政
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推進調査事業費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業）「医療現場における成

年後見制度への理解及び病院が身元保証人に求める役割等の実態把握に関する

研究」において、医療機関に勤務する職員を対象とする「身寄りがない人の入院

及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」（以下「ガ

イドライン」という。）が取りまとめられたところである。

ついては、別添のガイドラインについて、貴管下医療機関へ周知し、活用を促

していただくなど、関係部局・関係機関と十分連携の上、身寄りがない人や判断

能力不十分で医療に係る意思決定が困難な人が安心して医療を受けられる環境

の整備に努めていただくようお願いする。

また、ガイドラインについては、社会・援護局地域福祉課、同局保護課、同局

障害保健福祉部障害福祉課及び老健局振興課より、各都道府県等の福祉部局に

も周知しているところであり、貴部局におかれては、特にこれらの部局とも連携

して対応いただくようお願いする。

なお、本通知は、地方自治法（昭和 年法律第 号）第 条の４第１項に

規定する技術的な助言である。

【別添】

○ 身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関す

るガイドライン

【参考】

○ 「「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関

するガイドライン」について（周知依頼）」（令和元年６月３日付け厚生労働

省社会・援護局地域福祉課長・保護課長・障害保健福祉部障害福祉課長・老健

局振興課長通知）

○ 「身元保証人等がいないことのみを理由に医療機関において入院を拒否す

ることについて」（平成 年４月 日付け厚生労働省医政局医事課長通知）

（照会先）

厚生労働省医政局総務課

電話： （内線）
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府 成 見 第 ２ 号 

令和元年６月 24日 

 

各都道府県知事 殿 

 

 

内閣府成年被後見人等権利制限見直し担当室長 

（公印省略） 

 

 

「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」 

の成立について 

 

 

 成年後見制度の利用促進につきましては、平素より御協力をいただき、厚く御礼申し上げます。 

 この度、成年後見制度の利用の促進に関する法律（平成 28年法律第 29号）及び成年後見制度利用促

進基本計画（平成 29 年３月 24日閣議決定）に基づく「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正

化等を図るための関係法律の整備に関する法律」（以下「一括整備法」という。）が令和元年６月７日に

成立し、同月 14日に公布されました。 

一括整備法は、成年被後見人等の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由として不当に差

別されないよう、187の法律（他の法律の欠格条項を準用等している法律を含む。）における成年被後見

人等に係る欠格条項その他の権利の制限に係る措置の見直しを行うものです。今回の改正により、今後

は、成年後見制度を利用していることを理由として資格・職種・業務等から一律に排除するのではなく、

それぞれの資格・職種・職種等にふさわしい能力の有無を個別的・実質的に審査し、判断することとな

ります。各制度の改正に係る施行期日については、概ね、公布日施行、公布の日から起算して３月又は

６月を経過した日に施行するものとされており、いずれも公布日からの期間が短いことや多分野にわた

る多数の法律を改正するものであることから（下記Ⅲ参照）、法改正の趣旨を踏まえつつ貴職におかれ

ましてはそのリーダーシップの下で早急に施行に向けた準備を進めていただきますようお願いいたし

ます。 

なお、今後は、関係法律の所管府省において、その円滑な施行に努めることとされており、施行に向

けた詳細については関係法律の所管府省からそれぞれ通知等がなされるものと考えていますが、当室か

らも一括整備法の施行に向けた留意事項について下記のとおり通知いたしますので、御参照下さい。 

管下の市区町村に対しては、市区町村長を始め、関係する担当課にもれなく今回の法改正の趣旨やそ

れを踏まえた施行準備、対応等が適切に行われるよう、貴職から確実に御周知いただきますよう併せて

お願い申し上げます。 

 

 

記 

 

（資料１） 
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Ⅰ．一括整備法の概要及び法律の趣旨を踏まえた対応のお願いについて（資料 1～３参照） 

 一括整備法は、成年被後見人等の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由として不当に差

別されないよう、地方公務員法等も含め、各法律において定められている資格・職種・業務等における

成年被後見人等に係る欠格条項その他権利の制限に係る措置を一括して見直すものです。これにより、

今後は、成年後見制度を利用していることを理由として一律に排除するのではなく、各資格・職種・業

務等にふさわしい能力の有無を個別的・実質的に審査し、判断することとなります。 

一括整備法の対象である資格・職種・業務等の中には、都道府県知事等の権限に係るものが含まれて

おり、関係法律の所管府省からは、場合によっては条例・規則等の整備が必要になるものも想定される

との連絡を受けています。詳細については、所管府省からおって通知等がなされるものと考えています

が、かかる条例・規則等の整備及びその運用に当たっては、実質的に成年被後見人等を資格等から排除

するようなものとはしないこと、心身の故障があることをもって直ちに資格等から排除することなく、

資格等にふさわしい能力の有無を的確に審査・判断することなど、上記の一括整備法の趣旨や、障害者

権利条約、障害者差別解消法の趣旨を踏まえた適切な対応をお願いいたします。 

なお、一括整備法の内容については、内閣府ホームページに掲載している法律案（ＵＲＬを末尾に記

載）、「法律の概要」（資料１）、「見直し法律リスト」（資料２）及び「衆議院修正案」（資料３）を御参照

下さい。 

 

Ⅱ．条例等で定めている成年被後見人等に係る欠格条項その他の権利の制限に係る措置の見直しについ

て 

 上記Ⅰのとおり、一括整備法の成立により、成年被後見人等に係る欠格条項その他権利の制限に係る

措置が一括して見直されました。また、「成年被後見人等の権利に係る制限が設けられている制度の見

直しについて（議論の整理）」（平成 29 年 12 月１日成年後見制度利用促進委員会。以下「議論の整理」

という。）においては、各府省において、一括整備法の成立以降、新たに成年被後見人等の権利に係る制

限を設けないよう留意することとされています。さらに、議論の整理では、各府省において、政省令や

通知などに基づいて成年被後見人等の権利に係る制限を設けている制度についても、今回の一括整備法

による見直しを踏まえ、可及的速やかに見直しを行うべきとされています。こうした方針に基づき、今

後、各府省においては、政省令や通知（各地方公共団体に対して条例、規則等の例を示しているものも

含む。）の見直しに取り組んでいくこととなりますが、各地方公共団体の条例、規則等において定められ

ている成年被後見人等の権利に係る制限を設けている制度についても、こうした政府の方針を踏まえ、

速やかに見直しに向けた対応をお願いいたします。 

 

Ⅲ．一括整備法の施行期日 

 一括整備法による各法律の改正については、原則として、以下の区分に従って順次施行されます。 

① 成年被後見人等の欠格条項を単純削除するのみで省令等の整備が必要ないもの 公布日（令和元

年６月 14日） 

② 省令等の整備が必要なもの 公布の日から３月を経過した日（令和元年９月 14日） 

③ 地方公共団体の条例等の整備、外部団体との調整が必要なもの 公布の日から６月を経過した日

（令和元年 12月 14日） 

④ その他 個別に定める日（建築士法等 令和元年 12月１日） 
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参考 「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律

案」（平成 30 年３月 13日閣議決定）の要綱、案文、理由、新旧対照条文、参照条文については、

内閣府ホームページにて全文を掲載しています。 

ＵＲＬ：https://www.cao.go.jp/houan/196/index.html 

※法案は衆議院において修正されています（土地改良法の改正規定（法案第 111 条）を削除し、

建築士法等の改正規定の施行日（法案附則第１条第３号）を平成 30年 12月１日から令和元年

12月１日に修正）。修文案は資料３を御参照下さい。 

    

資料 1 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律

の概要 

資料 2 見直し法律リスト 

資料 3 衆議院修正案（要綱、案文、新旧対象条文） 

 

担当：内閣府成年被後見人等権利制限見直し担当室

              西村、藤野、川上、金柄 
   ＴＥＬ：０３－３５８１－１８７５（直通） 

メール：shintaro.nishimura.a8s@cao.go.jp 
nishimura-shintarou@mhlw.go.jp 

masahiro.fujino.f9v@cao.go.jp 
fujino-masahiro@mhlw.go.jp        

       keiko.kawakami.y2r@cao.go.jp 
takuya.kanetsuka.b9k@cao.go.jp 

※内閣府成年被後見人等権利制限見直し担当室は 
 令和元年７月中旬を目途に廃止されます。   

 

- 54 -



社援成発０７１１第１号   

令和元年７月１１日  

 

各 都道府県 民生主管部（局）長 殿 

 

 厚生労働省社会・援護局地域福祉課 

成 年 後 見 制 度 利 用 促 進 室 長  

                                   （公印省略） 

 

 

成年後見制度利用促進基本計画に係る KPI を踏まえた体制整備の推進について 

 

 

成年後見制度の利用促進については、「成年後見制度利用促進基本計画」（平成 29 年３月

24 日閣議決定。以下「基本計画」という。）において、今後の施策の目標として、「全国ど

の地域においても必要な人が成年後見制度を利用できるよう、各地域において、権利擁護支

援の地域連携ネットワークの構築を図る」ことを掲げ、権利擁護支援の地域連携ネットワー

クの中核機関の整備や市町村計画の策定など、地域の体制整備を推進していくこととしてい

ます。 

また、基本計画においては、 

・「国・地方公共団体・関係団体等は、別紙の工程表を踏まえ、相互に連携しつつ、各施

策の段階的・計画的な推進に取り組むべきである」 

・「基本計画の中間年度である平成３１年度（令和元年度）においては、各施策の進捗状

況を踏まえ、個別の課題の整理・検討を行う」（別添１参照） 

とされています。    

上記を踏まえ、各施策の実現に向けて、その目指すべき目標を明確化し、施策の進捗状況

を定量的に把握・評価するため、成年後見制度利用促進専門家会議における議論を踏まえて、

今般、基本計画に係る KPI（重要業績評価指標）を設定するとともに、「認知症施策推進大

綱」（令和元年６月 18 日認知症施策推進閣僚会議決定）に KPI を盛り込んだところです。 

具体的には、KPI として、基本計画の最終年度である令和３年度（2021 年度）末までに 

・中核機関（権利擁護センター等を含む）を整備した市区町村数  全 1741 市区町村 

・市町村計画を策定した市区町村数 全 1741 市区町村 

などを新たに設定したところであり、KPI の達成に向けて、地域の体制整備をより一層推進

していくことが必要と考えています。（別添２及び３参照） 

 

基本計画においては、都道府県の役割について、「促進法第５条では、地方公共団体は、

成年後見制度の利用の促進に関する施策に関し、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的

に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有するとされており、家庭
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裁判所が都道府県を基本単位とする機関であることや、専門性の高い司法に関する施策や司

法関係機関との連携はハードルが高いと感じる市町村も多いこと等を踏まえると、都道府県

は、都道府県全体の施策の推進や、国との連携確保等において、主導的役割を果たすことが

期待」されています。 

各都道府県におかれては、管内市区町村に対し、KPI の達成に向けて、中核機関の整備や

市町村計画の策定などの体制整備の推進について周知徹底を図るとともに、管内の中核機関

の整備や市町村計画の策定状況等を継続的に把握し、広域的な観点から必要な助言や支援を

お願いいたします。 

 

特に、地域連携ネットワークや中核機関の整備に当たっては、市区町村行政と、成年後見

制度を運用する家庭裁判所や権利擁護業務を担う社会福祉協議会、後見人等の担い手となる

専門職団体等との連携が重要です。 

このため、都道府県におかれては、 

・家庭裁判所や都道府県社会福祉協議会、専門職団体との定期的な連絡会議等において必

要な情報共有を図るとともに、管内の中核機関の整備状況や市町村計画の策定状況等に

ついて随時情報を提供する、 

・これらの関係機関や団体と連携の下、広域的な中核機関の整備も含め複数の市区町村に

よるブロック別会議の開催や、取組みが遅れている市区町村への働きかけや体制整備に

向けた助言 

を行うなど、地域の実情に応じて、管内市区町村の KPI の達成に向けた主導的な役割を果た

していただくようお願いいたします。（別添４参照） 

 

なお、本通知は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の４第１項の規定に基づ

く技術的助言であることを申し添えます。 

 

 

（添付資料） 

 別添１ 成年後見制度利用促進基本計画の工程表 

 別添２ 成年後見制度利用促進基本計画に係る KPI 

 別添３ 「骨太の方針」及び「認知症施策推進大綱」における成年後見制度利用促進施策 

 別添４ 都道府県の役割 

別添５ 地域連携ネットワークと中核機関の整備について 
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成
年
後
見
制
度
利
用
促
進
基
本
計
画
の
工
程
表

20
17
年
度

（
平
成
29
年
度
）

20
18
年
度

（
平
成
30
年
度
）

20
19
年
度

（
令
和
元
年
度
）
※

20
20
年
度

（
令
和
２
年
度
）

20
21
年
度

（
令
和
３
年
度
）

Ⅰ
制
度
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周
知

Ⅱ
市
町
村
計
画
の
策
定

Ⅲ

利
用
者
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を
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制
度
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用
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進
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書
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在
り
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検
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高
齢
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障
害
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特
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応
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意
思
決
定
支

援
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在
り
方
に
つ
い
て
の
指
針
の
策
定
等
の
検
討
、

成
果
の
共
有
等

Ⅳ

地
域
連
携
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り

・
市
町
村
に
よ
る
中
核
機
関
の
設
置

・
地
域
連
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ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
整
備
に
向
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取
組
の

推
進

Ⅴ

不
正
防
止
の
徹
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と
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用
し
や
す
さ
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調
和

・
金
融
機
関
に
お
け
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貯
金
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進
等
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等
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踏
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た
よ
り
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的
な
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正
防
止
の
在
り
方
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検
討

Ⅵ
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年
被
後
見
人
等
の
医
療
・
介
護
等
に
係
る
意
思
決

定
が
困
難
な
人
へ
の
支
援
等
の
検
討
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成
年
被
後
見
人
等
の
権
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制
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措
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見
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し

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
ポ
ス
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な
ど
に
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周
知

国
の
計
画
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周
知
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町
村
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策
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策
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ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

中
核
機
関
の
設
置
・
運
営
、
地
域
連
携
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
整
備

相
談
体
制
・
地
域
連
携
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
支
援

（
各
地
域
の
取
組
例
の
収
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介
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試
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へ
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等
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強
化
、
地
域
連
携
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
更
な
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築

適
切
な
後
見
人
等
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選
任
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た
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検
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促
進

診
断
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在
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方
等
の
検
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思
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支
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た
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進

取
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検
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地
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連
携
ネ
ッ
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ワ
ー
ク
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お
け
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不
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防
止

効
果
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え
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よ
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討
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等
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い
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関
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対
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行
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に
参
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と
な
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考
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成
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等
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権
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制
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の
措
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に
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て
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制
上
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等

目
途
：
平
成
３
１
年
５
月
ま
で
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把
握
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な
対
応
を
検
討
す
る
。
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計
画
の
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年
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で
あ
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令
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元
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お
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、
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の
進
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専
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職
団
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等
に
よ
る
自
主
的
な
取
組
の
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進
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考
え
方
の
周
知
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状
況
を
踏
ま
え
た
改
善別
添
１

- 57 -



工程表における記載 KPI（2021年度末の目標）

Ⅰ　制度の周知

・中核機関（権利擁護センター等を含む）においてパンフレット等による
  成年後見制度や相談窓口の周知を行っている市区町村数
                  全1741市区町村（平成30年10月時点　470市区町村）

（参考値）
 ・成年後見制度利用者数（保佐・補助・任意後見割合を含む）

Ⅱ　市町村計画の策定
・市町村計画を策定した市区町村数
                 全1741市区町村数（平成30年10月時点　60市区町村）

Ⅲ　利用者がメリットを実感でき
る制度の運用

・後見人等による意思決定支援の在り方についての指針の策定

・後見人等向けの意思決定支援研修が実施される都道府県の数
                                                 　全47都道府県

・2025年度末までに認知症関連の各種養成研修への意思決定支援に関する
 プログラム導入

・厚生労働科学研究「障害者の意思決定支援の効果に関する研究」の研究
  成果として「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライ
  ン」の活用・理解促進のための研修カリキュラムの策定

Ⅳ 地域連携ネットワークづくり
・中核機関（権利擁護センター等を含む）を整備した市区町村数
                 　全1741市区町村（平成30年10月時点　492市区町村）

・中核機関（権利擁護センター等を含む）において後見人候補者を推薦
  する取組を行っている市区町村数
                      800市区町村（平成30年10月時点　210市区町村）

・中核機関（権利擁護センター等を含む）において後見人支援の取組
 （専門職の雇い上げ等により相談や手続支援を実施）を行っている市区
  町村数
                      200市区町村（平成30年10月時点　59市区町村）

・協議会等の合議体を設置した市区町村数
                 全1741市区町村  （平成30年10月時点  79市区町村）

・国研修を受講した中核機関職員や市区町村職員等の数　　　　3500人

Ⅴ　不正防止の徹底と利用しやす
さの調和

・全預金取扱金融機関（※）の個人預金残高に占める後見制度支援預金又
は後見制度支援信託を導入済とする金融機関の個人預金残高の割合
                           50％以上（平成30年12月末時点　約12％）

※ネットバンク等の店舗窓口において現金を取り扱っていない金融機関及
び業域・職域信用組合に係る個人預金残高は除く。

Ⅵ　成年被後見人等の医療・介護
等に係る意思決定が困難な人への
支援等の検討

・医療に係る意思決定が困難な人への円滑な医療・介護等の提供

Ⅶ　成年被後見人等の権利制限の
措置の見直し

・成年後見等の権利制限に係る法制上の措置の見直し
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　措置のある法律(190）

成年後見制度利用促進基本計画に係るＫＰＩ
令和元年５月３０日

別添２
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）

⑨
成
年
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制
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利
用
促
進
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全
国
ど
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す
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人
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援
研
修
が
実
施
さ
れ
る
都
道
府
県
の
数

全
4
7
都
道
府
県

○
経

済
財

政
運

営
と

改
革

の
基

本
方

針
2
0
1
9
（

令
和

元
年

６
月
2
1
日

閣
議

決
定

）

（
７
）
暮
ら
し
の
安
全
・
安
心

⑤
共
助
・
共
生
社
会
づ
く
り

（
共
生
社
会
づ
く
り
）

「
認
知
症
施
策
推
進
大
綱
」
に
基
づ
き
、
認
知
症
と
共
生
す
る
社
会
づ
く
り
を
進
め
る
。
ま
た
、
成
年
後
見
制
度
の
利
用
を
促
進
す
る

た
め
、
同
大
綱
も
踏
ま
え
、
中
核
機
関
の
整
備
や
意
思
決
定
支
援
研
修
の
全
国
的
な
実
施
な
ど
の
施
策
を
総
合
的
・
計
画
的
に
推
進

す
る
。

「
骨
太
の
方
針
」
及
び
「
認
知
症
施
策
推
進
大
綱
」
に
お
け
る
成
年
後
見
制
度
利
用
促
進
施
策別
添
３
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中
核
機
関
整
備
や
市
町
村
計
画
策
定
に
向
け
た
具
体
的
検
討

都
道
府
県
の
役
割
（
市
町
村
へ
の
広
域
的
支
援
）

（
中
核
機
関
整
備
・
市
町
村
計
画
策
定
に
向
け
た
支
援
）

（
そ
の
他
の
広
域
的
支
援
）

管
内
市
町
村
の

体
制
整
備
状
況

の
把
握

家
庭
裁
判
所
や
県
社

会
福
祉
協
議
会
、
専
門

職
団
体
等
と
の

打
ち
合
わ
せ

市
町
村
向
け
会
議
の
開
催
等

（
管
内
市
町
村
の
取
組
状
況
の
共
有
、
都
道
府
県
全
体
の
取
組
方
針
の
伝
達
等
）

家
裁
支
部
単
位

で
の
連
絡
会
議

の
開
催

広
域
設
置
が

考
え
ら
れ
る

自
治
体
間
で
の

勉
強
会
開
催

検
討
が
進
ま
な

い
自
治
体
へ
の

個
別
の
助
言
・

指
導

市
町
村
職
員
や

中
核
機
関
職
員
等

の
研
修法
人
後

見
の
立

ち
上
げ

推
進

市
民
後

見
人
の

養
成

推
進

市
町
村
や
中
核
機
関

へ
の
専
門
的
助
言

（
家
裁
や
専
門
職
団
体
と

の
連
携
を
含
む
）

担
い
手
確
保
や
市
町
村

職
員
等
の
資
質
向
上

※
家
庭
裁
判
所
や
社
会
福
祉
協
議
会
、
専
門
職
団
体
等
と
連
携

※
連
絡
会
議
へ
の
参
加
等
に
よ
り
、
検
討
状
況
を
継
続
的
に
把
握
し
、
中
核
機
関
整
備
や
市

町
村
計
画
策
定
に
向
け
た
必
要
な
助
言
等
を
実
施

全
国
ど
の
地
域
に
お
い
て
も
必
要
な
人
が
成
年
後
見
制
度
を
利
用
で
き
る
よ
う
、

都
道
府
県
は
管
内
市
町
村
全
体
の
体
制
整
備
推
進
の
主
導
的
な
役
割
を
担
う
。

別
添
４
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地
域
連
携
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
中
核
機
関
の
整
備
に
つ
い
て

家
庭
裁
判
所

協
議
会

中
核
機
関

（
市
町
村
直
営
又
は
委
託
）

医
療
・
福
祉
関
係
団
体

弁
護
士
会
・
司
法
書
士
会

・
社
会
福
祉
士
会
等

民
生
委
員
・
自
治
会
等

地
域
関
係
団
体

地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー

社
会
福
祉
協
議
会

都
道
府
県

民
間
団
体
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等

金
融
関
係
団
体

本
人

（
認
知
症
高
齢
者
）後
見
人

等

ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー

チ
ー
ム

介
護

サ
ー
ビ
ス

事
業
者

医
療
機
関

家
族
、
親
族

民
生
委
員
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

後
見
人

等

相
談
支
援
専
門
員

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

事
業
者

医
療
機
関

本
人

（
障
害
者
）チ
ー
ム

家
族
、
親
族

民
生
委
員
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

○
全
国
ど
の
地
域
に
お
い
て
も
成
年
後
見
制
度
の
利
用
が
必
要
な
人
が
制
度
を
利
用
で
き
る
よ
う
、

各
地
域
に
お
い
て
、
権
利
擁
護
支
援
の
地
域
連
携
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
す
る
。

※
協
議
会
・
・
・
法
律
・
福
祉
の
専
門
職
団
体
や
、
司
法
、
福
祉
、
医
療
、
地
域
、
金
融
等
の
関
係
機
関
が
連
携
体
制
を
強
化
す
る
た
め
の
合
議
体

※
チ
ー
ム
・
・
・本
人
に
身
近
な
親
族
、
福
祉
・
医
療
・
地
域
等
の
関
係
者
と
後
見
人
が
一
緒
に
な
っ
て
日
常
的
に
本
人
の
見
守
り
や
意
思
や
状
況
等
を
継
続
的
に
把
握
。

別
添
５
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１
点
目

「
チ
ー
ム
」
に
つ
い
て

内
容
：
本
人
に
身
近
な
親
族
、
福
祉
・
医
療
、
地
域
等
の
関
係
者
と
後
見
人
が
チ
ー
ム
と
な
っ
て
日
常
的
に
本
人
を
見
守
り
、

本
人
の
意
思
や
状
況
を
継
続
的
に
把
握
し
必
要
な
対
応
を
行
う
仕
組
み

メ
ン
バ
ー
例
：
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
、
相
談
支
援
専
門
員
、
生
活
保
護
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
、
保
健
師
、
精
神
保
健
福
祉
士
、
入

所
先
社
会
福
祉
施
設
、
入
院
先
医
療
機
関
、
認
知
症
初
期
集
中
支
援
チ
ー
ム
、
認
知
症
疾
患
医
療
セ
ン
タ
ー
、
介

護
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
、
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
、

家
族
・
親
族
、
民
生
委
員
、
金
融
機
関
、
市
町
村
窓
口
、
専
門
職
、
建
築
業
者
、
旅
行
業
者
等

エ
リ
ア
：
日
常
生
活
圏
域
な
ど

後
見
人
等

本
人

（
認
知
症
高
齢
者
）

後
見
人
等

ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー

相
談
支
援
専
門
員

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

事
業
者 医
療
機
関

チ
ー
ム

介
護

サ
ー
ビ
ス

事
業
者

医
療
機
関

本
人

（
障
害
者
）

チ
ー
ム

家
族
、
親
族

家
族
、
親
族

民
生
委
員
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

民
生
委
員
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

金
融
機
関

金
融
機
関

建
築
業
者

旅
行
業
者

個
別
の
課
題
に

応
じ
て

・ ・ ・

建
築
業
者

旅
行
業
者

個
別
の
課
題
に

応
じ
て

・ ・ ・

●
必
ず
し
も
一
か
ら
作
る
必
要
は
無
く
、
実
際
に
は
、
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
や
相
談
支
援
専
門
員
等
が
作
っ

て
い
る
既
存
の
チ
ー
ム
に
後
見
人
が
参
加
す
る
ケ
ー
ス
も
少
な
く
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
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２
点
目

「
協
議
会
」
に
つ
い
て

家
庭
裁
判
所

協
議
会

中
核
機
関

（
市
町
村
直
営
又
は
委
託
）

医
療
・
福
祉
関
係
団
体

弁
護
士
会
・
司
法
書
士
会

・
社
会
福
祉
士
会
等

民
生
委
員
・
自
治
会
等

地
域
関
係
団
体

基
幹
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

社
会
福
祉
協
議
会

民
間
団
体
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等 金
融
機
関
団
体

※
協
議
会
の
設
置
検
討
フ
ロ
ー
は
、
「
中
核
機
関
の
手
引
き
」
Ｐ
６
２
に
出
て
い
ま
す
。

イ
メ
ー
ジ

内
容
：
後
見
等
開
始
の
前
後
を
問
わ
ず
、
「
チ
ー
ム
」
に
対
し
法
律
・
福
祉
の
専
門
職
団
体
や
関
係
機
関
が
必

要
な
支
援
を
行
え
る
よ
う
、
各
地
域
に
お
い
て
、
専
門
職
団
体
や
関
係
機
関
が
連
携
体
制
を
強
化
し
、

各
専
門
職
団
体
や
各
関
係
機
関
が
自
発
的
に
協
力
す
る
体
制
作
り
を
進
め
る
合
議
体

メ
ン
バ
ー
例
：
上
記
の
絵
は
一
例
。
地
域
の
事
情
を
踏
ま
え
適
宜
選
定
（
例

:商
工
会
や
警
察
な
ど
）

エ
リ
ア
：
自
治
体
圏
域
～
広
域
圏
域

障
害
者
自
立
支
援
協
議
会

●
地
域
ケ
ア
会
議
や
障
害
者
自
立
支
援
協
議
会
な
ど
、
他
の
福
祉
部
門
の
協
議
会
等
の
権
利
擁
護
版
で
あ
り
、
新
た

に
一
か
ら
構
築
す
る
必
要
は
必
ず
し
も
な
い
。

●
例
え
ば
、
各
地
域
に
お
い
て
取
組
が
進
め
ら
れ
て
き
た
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
関
係
機
関
等
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
や

障
害
者
自
立
支
援
協
議
会
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
一
部
に
、
ま
ず
連
携
が
必
要
な
家
庭
裁
判
所
や
法
律
専
門
職
団
体
等

の
「
司
法
」
と
の
連
携
を
加
え
て
い
く
こ
と
も
想
定
さ
れ
る
。

●
ポ
イ
ン
ト
は
、
司
法
も
含
め
た
関
係
者
と
の
連
携
で
あ
り
、
「
顔
の
見
え
る
関
係
」
を
構
築
す
る
こ
と
。
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３
点
目

「
中
核
機
関
」
に
つ
い
て

●
中
核
機
関
と
は
、
「
地
域
連
携
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
核
と
な
る
機
関
」
で
あ
り
、
地
域
連
携
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

が
、
地
域
の
権
利
擁
護
（
以
下
の
４
つ
の
機
能
）
を
果
た
す
よ
う
に
主
導
す
る
役
割
。
ま
た
、
専
門
職
に

よ
る
専
門
的
助
言
等
の
支
援
を
確
保
す
る
。

【
４
つ
の
機
能
】
①
広
報
、
②
相
談
、
③
制
度
利
用
促
進
（
受
任
者
調
整
（
マ
ッ
チ
ン
グ
）
、
担
い
手
の
育
成
・
活
動
の

促
進
）
、
④
後
見
人
支
援

●
協
議
会
の
事
務
局

◎
地
域
に
応
じ
て
柔
軟
に
整
備
し
て
い
た
だ
く
観
点
か
ら
、
具
体
的
な
要
件
は
な
い
。

（
い
わ
ゆ
る
ハ
コ
モ
ノ
新
設
で
は
な
い
。
）

◎
「
全
国
ど
こ
に
住
ん
で
い
て
も
権
利
擁
護
支
援
が
届
く
よ
う
な
体
制
を
整
え
る
」
と
の
観
点
か
ら
、

ま
ず
は
一
刻
も
早
く
中
核
機
関
等
の
体
制
整
備
が
急
務

「
小
さ
く
生
ん
で
大
き
く
育
て
る
」
と
い
う
考
え
方
。
「
広
報
」
「
相
談
」
が
優
先
す
べ
き
機
能
。

中
核
機
関

（
市
町
村
直
営
又
は
委
託
）
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【
成
年
後
見
制
度
利
用
促
進
体
制
整
備
推
進
事
業
】
（
補
助
事
業
）

３
２
０
百
万
円

（
１
）
都
道
府
県
事
業

〔
社

協
等

の
民

間
団

体
に

委
託

可
、

（
補

助
率

）国
1
/2

都
道

府
県

1
/
2
〕

都
道
府
県
に
よ
る
広
域
的
支
援
に
よ
る
体
制
整
備
の
推
進

①
体
制
整
備
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
等
に
よ
る
体
制
整
備
の
推
進
（
広
域
的
な
中
核
機
関
立
ち
上
げ
や
計
画
策
定
支
援
等
）

②
中
核
機
関
・
市
町
村
職
員
向
け
の
都
道
府
県
研
修
の
実
施

③
市
町
村
・
中
核
機
関
向
け
専
門
相
談
窓
口
の
設
置
（
ノ
ウ
ハ
ウ
に
乏
し
い
市
町
村
や
中
核
機
関
職
員
等
へ
の
助
言
等
）

（
２
）
市
町
村
事
業

〔
社

協
等

の
民

間
団

体
に

委
託

可
、

（
補

助
率

）
国

1
/2

市
町

村
1
/
2
 〕

中
核
機
関
の
立
ち
上
げ
支
援
や
先
駆
的
取
組
の
推
進

①
中
核
機
関
の
立
ち
上
げ
支
援
（
立
ち
上
げ
に
向
け
た
関
係
機
関
会
議
の
会
議
費
や
先
進
地
視
察
等
）

②
中
核
機
関
の
先
駆
的
取
組
の
推
進
（
適
切
な
後
見
人
候
補
者
を
選
任
す
る
仕
組
み
（
受
任
調
整
会
議
）
や
、

親
族
後
見
人
を
継
続
的
に
支
援
す
る
取
組
（
専
門
職
に
よ
る
助
言
等
）
等
の
先
駆
的
取
組
）

（
３
）
先
駆
的
取
組
に
係
る
調
査
研
究

〔
シ

ン
ク

タ
ン

ク
等

の
民

間
団

体
（
補

助
率

）
1
0
/
10

〕

【
成
年
後
見
制
度
利
用
促
進
体
制
整
備
研
修
（
国
研
修
】
（
委
託
費
）

３
０
百
万
円

国
に
お
い
て
、
市
町
村
や
中
核
機
関
職
員
、
都
道
府
県
の
研
修
担
当
者
に
対
す
る
研
修
を
実
施
す
る
。
※
民
間
委
託

令
和

元
年

度
成

年
後

見
制

度
利

用
促

進
体

制
整

備
関

係
予

算
令
和
元
年
度
予
算

３
．
５
億
円

新

成
年

後
見

制
度

利
用

促
進

基
本

計
画

（平
成

29
年

３
月

24
日

閣
議

決
定

）を
踏

ま
え

、
成

年
後

見
制

度
の

利
用

が
必

要
な

者
が

制
度

を
利

用
で

き
る

地
域

体
制

を
構

築
す

る
た

め
、

都
道

府
県

の
支

援
の

下
、

中
核

機
関

の
整

備
や

市
町

村
計

画
の

策
定

を
推

進
す

る
。
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中
核
機
関
が
活
用
で
き
る
財
源
の
イ
メ
ー
ジ

交
付
税

（
標
準
団
体
１
０
万
人
規
模
：
約
３
０
０
万
円
）

※
中
核
機
関
設
置
運
営
費
及
び
市
町
村
計
画
策
定
費

市
民
後
見
人

の
育
成

権
利
擁
護
人
材
育
成

事
業

（
地
域
医
療
介
護
総
合

確
保
基
金
）

法
人
後
見
研

修
等

法
人
後
見
支
援
事
業

（
地
域
生
活
支
援
事

業
費
等
補
助
金
）

広
報
・
啓
発

（
高
齢
者
）
成
年
後
見
制
度
利
用

支
援
事
業
（
地
域
支
援
事
業

費
交
付
金
）

（
障
害
者
）
成
年
後
見
制
度
普
及

啓
発
事
業
（
地
域
生
活
支
援

事
業
費
等
補
助
金
）

中
核
機
関

中 核 機 関 の 立 上 げ に 向 け た 支 援

（ 会 議 費 、 先 進 地 視 察 等 ）

中
核
機
関
に
お
け
る
先
駆
的
取
組
の
推
進

体 制 整 備 ア ド バ イ ザ ー 等 に よ る 広 域 的 体 制 整 備

中 核 機 関 職 員 、 市 町 村 職 員 等 に 対 す る 研 修 、

専 門 的 相 談 窓 口

市
区
町
村

都
道
府
県

令
和
元
年
度
予
算
事
業
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